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;:賀川

料
八
六
八
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
商
工
会
議
所
法

目

次

付翻解
録訳題

解
題

}
こ
に
資
料
と
し
て
紹
介
す
る
の
は

一
八
六
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

(
翻
訳
と
解
題
)

回目口L小，

川口

浩

介晃

商
工
会
議
所
法
の
全
文
及
び
、
ウ
ィ
ー
ン
商
工
会
議
所
に
関
す
る
基
礎
的

デ

l
タ
の
二
種
で
あ
り
、
そ
の
内
、
商
工
会
議
所
法
が
主
た
る
資
料
で
あ

る
。
資
料
そ
の
も
の
の
紹
介
の
前
に
、
紹
介
の
意
義
と
資
料
の
歴
史
的
背
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料

景
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
、
解
説
兼
解
題
と
し
て
お
き
た
い
。

一
本
資
料
の
学
問
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
角
度
か

ら
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
一
方
は
政
治
学
の

角
度
で
あ
り
、
他
方
は
歴
史
学
か
ら
見
た
場
合
の
価
値
で
あ
る
。
ま
ず
政

治
学
か
ら
見
る
と
、
こ
の
資
料
が
一
九
七

0
年
代
以
降
の
構
造
変
動
の
中

で
登
場
し
て
き
た
ネ
オ
H

コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
論
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ

て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
国
で
、
い
わ
ば
再
発
見
さ
れ

た
ネ
オ
H

コ
i
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
利
害
調
整
方
式
の
な
か
で
、
も
っ
と
も

実
績
を
あ
げ
て
注
目
を
浴
び
た
の
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
と
な
ら
ん
で
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
あ
っ
た
。

「
問
権
委
員
会
」

資

(
司
白
コ

5
2回
円
}
戸
市

オ

ー

ス

ト

リ

ア

に

お

い

て

は

問。

B
E白
色
。
口
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
ネ
オ

H
コ
l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
的
利

益
調
整
の
中
心
機
関
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
が
実
は
商
工
会
議
所
、
農
業

会
議
所
、
労
働
会
議
所
及
び
労
働
組
合
総
同
盟
と
い
う
四
団
体
の
代
表
か

ら
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
商
工
会
議
所
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ネ
オ
H

コ
ー

ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を
担
う
中
心
的
団
体
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
厳
密
に
言
え

ば
、
農
業
会
議
所
と
労
働
会
議
所
は
商
工
会
議
所
よ
り
も
後
、
第
一
次
大

戦
後
に
作
ら
れ
て
い
る
し
、
商
工
会
議
所
自
体
も
一
九
三
三
年
以
降
ド
ル

フ
ス
体
制
の
も
と
で
初
め
て
全
国
一
本
の
組
織
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
本

資
料
で
紹
介
す
る
商
工
会
議
所
が
そ
の
ま
ま
現
在
の
ネ
オ
H

コ
l
ポ
ラ
テ

イ
ズ
ム
的
機
関
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
権
委
員
会
の
主

要
構
成
団
体
を
成
立
期
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
能
代

表
や
職
能
団
体
の
自
治
な
ど
の
コ

l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
の
基
本
理
念
を
改
め

て
正
確
に
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
し
、
そ
の
後
の
変
遷
過
程

を
辿
れ
ば
、
現
代
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
、
ネ
オ
リ
コ
ー
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
を

歴
史
的
特
性
に
即
し
て
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
歴
史
的
比
較
に
よ
る
捉
え
方
こ
そ
現
代
政
治
学

(
1
)
 

研
究
に
欠
け
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
一
八
六
八
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
商
工
会
議
所
法
と
そ
こ
で
成
立
し
た
商
工
会
議
所
の
制
度

と
は
政
治
学
の
対
象
と
し
て
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で

み
の
ヲ
心
。
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
歴
史
研
究
と
い
う
函
か
ら
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事

情
を
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
研
究
は
、
そ
の

多
民
族
国
家
と
い
う
特
性
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
民
族
問
題
に

主
た
る
関
心
が
そ
そ
が
れ
て
き
た
。
国
政
改
革
や
地
方
制
度
、
軍
隊
や
官

僚
制
あ
る
い
は
教
育
制
度
も
含
め
、
政
治
、
経
済
、
文
化
い
ず
れ
の
分
野

に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
り
、
多
民
族
の
統
合
如
何
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
史
研

究
の
中
心
を
占
め
て
き
た
と
言
っ
て
よ
く
、
又
実
際
、
日
本
の
学
界
に
お

い
て
も
多
民
族
の
統
合
と
い
う
観
点
か
ら
多
く
の
優
れ
た
業
績
が
生
ま
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
帝
国
の
統
合
を
課
題
と
す
る
側
か
ら
い
え
ば
民
族
の
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共
存
を
直
接
的
に
保
証
す
る
制
度
や
政
策
が
重
要
な
こ
と
は
勿
論
で
あ
る

が
、
一
八
七

0
年
代
以
降
そ
う
し
た
様
々
な
工
夫
が
成
功
せ
ず
、
統
合
が

(2) 

困
難
に
な
っ
て
く
る
と
「
経
済
こ
そ
が
帝
国
統
一
の
可
能
な
分
野
だ
」
と

い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
野
放
図
な
自
由
放
任
で

は
な
く
て
、
経
済
活
動
の
国
家
機
関
に
よ
る
統
合
を
試
み
る
諸
制
度
こ
そ

が
、
分
裂
的
、
遠
心
的
な
帝
国
を
ま
と
め
る
重
要
な
役
割
を
期
待
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
そ
の
中
心
が
商
工
会
議
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
オ
ー

ス
ト
リ
ア
自
由
主
義
の
独
特
の
撮
れ
が
生
ま
れ
る
原
因
も
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
背
景
が
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
統
合
を
政

治
経
済
学
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
試
み
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
点
で
本
資
料
は
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
史
研
究
に

対
し
て
も
新
し
い
手
が
か
り
を
提
供
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

二
そ
れ
で
は
引
き
続
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
商
工
会
議
所
法
成
立
の

背
景
を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
既
に
早
く
、
一
八
世
紀
の
絶

対
王
政
の
重
商
主
義
的
工
業
化
政
策
の
段
階
で
萌
芽
的
に
こ
う
し
た
発
想

が
見
ら
れ
た
し
、
そ
の
後
一
八
一
八
年
に
は
宮
廷
商
業
委
員
会
の
手
で
商

工
会
議
所
設
立
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、

民
間
の
商
工
業
経
営
層
は
公
権
力
の
介
入
を
嫌
い
、
一
八
一
二
三
年
に
独
自

に
大
規
模
経
営
を
中
心
に
「
営
業
組
合
」

P
Z号
2
2
2ロ
を
結
成
し
、

独
自
に
活
動
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
営
業
組
合
に
よ
る
活
動

だ
け
で
は
経
済
発
展
を
促
し
産
業
界
の
利
益
を
代
表
さ
せ
る
の
に
は
不
十

分
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
時
に
は
下

オ
ー
ス
ト
リ
ア
州
営
業
組
合
が
中
心
に
な
っ
て
、
法
律
に
基
づ
く
商
工
会

議
所
の
設
置
を
求
め
て
い
る
。
革
命
政
権
が
作
成
し
た
法
案
は
革
命
挫
折

後
の

A
・
バ
ッ
ハ
政
権
に
引
き
継
が
れ
、
新
商
務
大
臣
プ
ル
ッ
ク

(司

2
5
2『
〈

O

口
∞
「
己
n
r
コ
。
∞
l

H

∞
。
。
)
に
よ
っ
て
同
年
二
一
月
一
五

日
に
「
商
工
会
議
所
の
設
立
に
関
す
る
暫
定
条
例
L

と
し
て
公
布
さ
れ
た

上
、
翌
年
一
月
一
五
日
に
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
ウ
ィ
ー
ン
商
工
会
議
所
が

設
立
さ
れ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
商
工
会
議
所
に
は
、
商
工
業
関
連
法
案
の
事
前

審
議
と
商
工
業
関
連
の
公
的
機
関
設
立
の
際
の
専
門
意
見
の
具
申
が
認
め

ら
れ
た
。

け
れ
ど
も
商
務
省
側
は
、
ウ
ィ
ー
ン
だ
け
の
、
し
か
も
大
経
営
層
に
片

寄
っ
た
商
工
会
議
所
で
は
帝
国
全
体
の
産
業
を
育
成
し
て
行
く
の
に
不
十

分
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
部
の
私
的
利
益
だ
け
の
代
表
に
止
ま
っ
て
公

共
性
に
問
題
を
残
す
と
考
え
、
川
帝
国
全
土
を
対
象
と
す
る
、

ω中
小
規

模
の
経
営
も
含
む
、
同
行
政
に
関
与
す
る
権
限
を
縮
小
し
た
商
工
会
議
所

を
目
標
に
、
条
例
に
代
わ
る
商
工
会
議
所
法
の
制
定
を
め
ざ
し
た
。
そ
う

し
て
中
小
商
工
業
界
と
ウ
ィ
ー
ン
以
外
の
諸
地
域
の
経
営
の
支
持
を
背
景

に
、
ウ
ィ
ー
ン
商
工
会
議
所
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
一
九
五

O
年
三
月
二

六
日
「
商
工
会
議
所
設
立
に
関
す
る
暫
定
法
」
を
公
布
し
た
の
で
あ
っ
た
。

北法48(1・251)251 



料

こ
の
新
法
に
基
づ
い
て
帝
国
全
土
に
六

O
の
会
議
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
内
訳
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
部
に
二
六
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
お
よ
び
軍

事
国
境
地
帯
に
一
七
、
イ
タ
リ
ア
地
域
に
一
七
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ブ
ル

ッ
ク
商
務
大
臣
ら
の
、
会
議
所
を
通
じ
た
商
工
業
の
利
害
調
整
と
産
業
界

と
国
家
と
の
連
携
と
い
う
構
想
は
実
現
を
見
、
折
り
か
ら
の
鉄
道
建
設
や

銀
行
設
立
の
ブ

l
ム
あ
る
い
は
外
国
銀
行
の
投
資
を
背
景
に
、
「
創
業
時

代
」
と
呼
ば
れ
る
急
激
な
経
済
発
展
期
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

三
そ
の
後
一
八
五
九
年
の
対
イ
タ
リ
ア
敗
戦
、
そ
し
て
さ
ら
に
一
八

六
六
年
対
プ
ロ
イ
セ
ン
敗
戦
を
契
機
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
大
が
か
り

な
再
編
が
試
み
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
変
更
が
商
工
会
議
所
法
に
つ

い
て
も
必
要
に
な
り
、
そ
の
結
果
成
立
し
た
の
が
こ
こ
に
紹
介
す
る
一
八

六
八
年
会
議
所
法
な
の
で
あ
る
。
改
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
旧
法
と
の
相
違

は
、
第
一
に
四
八
年
の
暫
定
条
例
に
あ
っ
た
次
の
点
が
再
び
盛
り
込
ま
れ

た
点
で
あ
る
。
聞
ち
、
山
商
工
業
の
利
害
に
関
わ
る
法
律
に
つ
い
て
は
、

立
法
機
関
に
さ
き
だ
っ
て
商
工
会
議
所
が
審
議
を
行
う
。
凶
商
工
業
発
展

を
目
的
と
す
る
公
的
機
関
の
設
立
等
に
あ
た
っ
て
は
商
工
会
議
所
が
専
門

的
意
見
を
具
申
す
る
。

改
正
法
の
第
二
の
相
違
は
、
新
た
に
以
下
の
政
治
的
な
権
利
が
付
け
加

え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
川
商
工
会
議
所
会
員
が
、
州
議
会
と
衆
議
院
の

議
員
選
出
母
体
で
あ
る
四
つ
の
選
挙
人
団
(
穴
巴
ユ

g)
の
一
つ
を
構
成
す

資

(
3
)
 

る
こ
と
。
凶
所
謂
か
委
任
さ
れ
た
業
務
の
範
囲
μ

内
で
大
幅
な
自
治
権
が

認
め
ら
れ
、
そ
こ
で
は
商
工
会
議
所
が
経
済
官
庁
の
役
割
を
果
た
す
よ
う

北法48(1・252)252

に
な
っ
た
こ
と
。

第
三
に
会
議
所
の
組
織
と
人
員
が
確
定
さ
れ
た
点
も
改
正
法
の
特
徴
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
後
は
一
八
七
六
年
に
各
商
工
会
議
所
の
合
問
機
関
と
し
て
オ
ー
ス

ト
リ
ア
商
工
会
議
所
会
議
が
設
置
さ
れ
た
り
、
八
三
年
の
資
格
基
準
納
税

額
の
引
き
下
げ
で
増
加
し
た
小
規
模
手
工
業
者
の
発
言
権
を
強
化
す
る
試

み
が
な
さ
れ
た
ほ
か
、
一
九

O
七
年
の
普
通
選
挙
法
導
入
に
よ
っ
て
選
挙

人
団
体
制
が
廃
止
さ
れ
る
な
ど
幾
つ
か
の
点
で
改
正
が
行
わ
れ
は
し
た
も

の
の
、
こ
の
六
八
年
の
商
工
会
議
所
法
が
基
本
的
に
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝

国
の
終
駕
ま
で
続
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
帝
国
解
体
後
は
小
国

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
中
の
制
度
に
改
編
さ
れ
、
何
度
か
の
改
正
を
経
て
現
在

に
至
っ
て
い
る
。

尚
二
つ
の
資
料
の
出
典
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ト~
) 

目

N
2円
}
凶
印
肉
巾
印
巾
門

Nσ
一
白
片
片
町
民
『
門
目
白
田
穴
包
印
巾

H
A
F己
目
。
巾
凶
門
巾
「
「
巾
一
円
『

』間

H

∞∞∞∞
N
品
川
W

N
印
、
吋

N 
) 

U
Z
∞ロロ合的
E
B
B
R口
伝

巾

者

E
巾
『
}
ハ
白
目
呂
町
『
己
巾
「
町
内
耳
巾
『

U

-
E巾
口

当

E
R
E
P・
(
国

gm-)岨

5
0
』
白

F
Z
E
E己
中
旬
ハ
白
呂

田町

2
5
9
5「巳
S
5
2
5品∞∞・

5N15ω
・
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註(
1
)
開

2
-
g
(出『凶同
)
ω
0
5
}
官
三
口
市
Z
E
P
-
-ハO
ロ江口
E
E
E口己

ぜ
司
自
民
町
一
色
ロ

2
F向
。
且
巾
-
一
日
巧
お
ロ

HhW3.
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ネ

オ
H

コ
l
ポ
ラ
テ
イ
ズ
ム
に
関
す
る
最
新
の
最
も
優
れ
た
研
究
で

あ
り
、
副
題
が
示
す
よ
う
に
歴
史
的
観
点
も
取
り
入
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
ま
だ
十
分
と
は
一
言
え
な
い
。

(
2
)
明・の巾回目的
-m
ア
窓
口
お
何
ロ
Z
Z
F
E口
問
ロ
ロ
ι
明
ロ
フ
三
門
主
ロ
ロ
明
日
間
白
口
問

ι巾「

出
血
ロ
《
凶
己
目
}
向
田
ヨ
ヨ
巾
「
口
一
口

O
巾印庁巾吋『
m
X
F
3

百
一
回
-

Y
向
印
可
巾
「
(
国
間
・
)
出
己
ロ
・

号
ユ
』
白

F

2

3
芯
ミ
巴
円

EZ円
E
R
J司】『門的円
E
H
Z
S
Z】門
E
E口何

回∞品∞

1
5品
∞
巧

M
E
S
S
-
∞
H
O
O
-

以
下
の
歴
史
的
背
景
に
関

す
る
記
述
も
主
に
同
論
文
に
負
っ
て
い
る
。
尚
、
次
の
文
献
も
参
照
。

〉
・
∞
『
巴
白
血
丹
江
(
出
向
・
)

U
】
何
回
担
げ
回
ぴ
巴
『
拘
叩
『
呂
D
口M
W

『円
F

5

H

∞A
H

∞1
戸市出回∞

E
H
'
g巾
当
吉
田
円

E
P
-
-
n
Z
E
Z
H円ご己口問・

5
2・
5
寸

ω

(
3
)
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
資
料
参
照
。

翻
訳

資
料
付
一
八
六
八
年
六
月
二
九
日
公
布
、
商
工
会
議
所
の
組

織
に
関
す
る
法

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
法
令
集

一
八
六
八
年
第
八
五
号

朕
は
、
帝
国
議
会
両
院
の
賛
同
を
得
て
以
下
の
通
り
法
を
公
布
す
る
。

第
一
章
総
則
設
置
、
(
本
部
)
所
在
地
、
管
轄
区

第
一
条
鉱
山
業
を
含
む
商
工
業
の
利
益
代
表
を
目
的
と
し
て
、
商
工

会
議
所
を
以
下
の
通
り
設
置
す
る
。

1
.
ウ
ィ
ー
ン
〔
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
州
〕

2
.
リ
ン
ツ
〔
上
オ
ー
ス
ト
リ
ア
州
〕

3
.
ザ
ル
ツ
プ
ル
グ
〔
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
州
〕

4

グ
ラ

l
ツ

5 

レ
オ

J丈

一/、ーー、，-'

〔
シ
ユ
タ
イ
ヤ

1
マ
ル
ク
州
〕

6
.
ク
ラ

l
ゲ
ン
フ
ル
ト
〔
ケ
ル
ン
テ
ン
州
〕

(
現
リ
ユ
ブ
リ
ャ

l
ナ
/
ス
ロ
ヴ
エ
ニ
ア
)

7 

ラ
イ
バ
ッ
ハ

〔
ク
ラ
イ
ン
州
〕

8
.

ゲ
ル
ツ
(
現
ゴ
リ

I
ツ
ィ
ア
/
イ
タ
リ
ア
)
〔
ゲ
ル
ツ
県
と

グ
ラ
デ
イ
ス
カ
県
〕

9 

ロ
ヴ
ィ

i
ニ
ョ

(
現
ロ
ヴ
ィ

i
ニ
/
ク
ロ
ア
チ
ア
)
〔
イ
ス

ト
リ
ア
県
〕

叩
.
ト
リ
エ
ス
ト
(
現
ト
リ
エ
ス
テ
/
イ
タ
リ
ア
)
〔
ト
リ
エ
ス

ト
県
と
そ
の
市
街
区
域
〕
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料

日
.
イ
ン
ス
プ
ル
ッ
ク

ロ
.
ボ
!
ツ
ェ
ン

(
現
ボ
ル
ツ

7
1
ノ
/
イ
タ
リ
ア
)

日
.
ロ
ヴ
エ
レ

l
ド

(
現
ロ
ヴ
ェ
レ

l
ト
/
イ
タ
リ
ア
)

M
H
.

フ
ェ
ル
ト
キ
ル
ヒ
〔
フ
ォ
ア
ア
l
ル
ベ
ル
ク
州
〕

日
.
プ
ラ
l
グ
(
現
プ
ラ
ハ
/
チ
ェ
コ
)
}

日

ラ

イ

ヒ

エ

ン

ベ

ル

ク

一

(

現

リ

ベ

レ

ツ

/

チ

ェ

コ

)

一

刀
・
エ

l
ガ
l

(
現
ヘ
プ
/
チ
ェ
コ
)
一
}
〔
ベ

l
メ
ン
州
〕

m.
ピ

ル

ゼ

ン

一

(

現

プ

ル

ゼ

ニ

ユ

/

チ

エ

コ

)

一

四
.
ブ
ー
ト
ヴ
ア
イ
ス
(
現
チ
ェ
ス
ケ
l
H
一

プ

ジ

ェ

ヨ

ヴ

ィ

ツ

ェ

/

チ

エ

コ

)

)

却
.
ブ
リ
ユ
ン
(
現
ブ
ル
ノ
/
チ
エ
コ
)
戸

幻

オ

ル

ミ

ユ

ツ

ツ

}

〔

メ

l
レ
ン
州
〕

(
現
オ
ロ
モ
ウ
ツ
/
チ
ェ
コ
)
}

n.
ト
ロ
パ
ウ
(
現
オ
パ
ヴ

7
/
チ
エ
コ
)
〔
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
州
〕

ぉ
.
ク
ラ
カ
ウ

(
現
ク
ラ
ク
フ
/
ポ
ー
ラ
ン
ド
)

〔
テ
イ
ロ
ル
州
〕

資

〔
ガ
リ
ツ
ィ
ア
州
及
び

ク
ラ
カ
ウ
を
含
む
ロ
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u.
レ
ン
ベ
ル
ク

(
現
リ
ヴ
オ
フ
/
ウ
ク
ラ
イ
ナ
)

ぉ
.
ブ
ロ

l
デ
イ

(
現
ブ
ロ

l
デ
イ
/
ウ
ク
ラ
イ
ナ
)

ぉ
.
チ
エ
ル
ノ
ヴ
イ
ツ
ツ
(
現
チ
ェ
ル
ノ
フ
ツ
ィ
/
ウ
ク
ラ
イ
ナ
)

ド
メ
リ
ア
県
〕

〔
プ
コ
ヴ
イ
ナ
州
〕

U
.

ツ
ァ
ラ

(
現
ザ
ダ

I
ル
/
ク
ロ
ア
チ
ア
)

〔
ダ
ル
マ
チ
ア
州
〕

ぉ
.
シ
ユ
パ
ラ

l
ト

(
現
ス
プ
リ
ッ
ト
/
ク
ロ
ア
チ
ア
)

m.
ラ
グ

l
ザ
(
現
ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク
/

ク
ロ
ア
チ
ア
)

上
記
の
管
轄
区
は
当
分
の
問
、
従
来
通
り
と
す
る
。

行
政
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
行
政
区
境
と
商
工
会
議
所
管
轄
区
境

が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
行
政
区
は
全
体
と
し
て
県
庁
所
在

地
の
商
工
会
議
所
の
管
轄
区
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

商
工
会
議
所
管
轄
区
に
関
す
る
上
記
以
外
の
変
更
、
商
工
会
議
所

の
(
本
部
)
所
在
地
の
変
更
及
び
既
存
の
商
工
会
議
所
の
廃
止
も
し

く
は
新
規
設
立
は
立
法
に
よ
る
。



第
二
条
事
業
の
活
動
範
囲

A
.
商
工
会
議
所
は
、
審
議
機
関
と
し
て
通
常
、
次
の
各
号
に
定
め

る
事
業
を
行
う
。

一
全
て
の
商
工
業
案
件
に
関
す
る
要
望
や
提
案
を
審
議
す
る
。

二
商
工
業
者
の
要
求
、
交
通
手
段
の
状
況
に
関
す
る
商
工
会
議

所
の
要
求
や
提
案
を
、
中
央
省
庁
も
し
く
は
地
方
官
庁
の
要
請

に
応
じ
て
、
又
は
商
工
会
議
所
自
ら
の
発
議
で
行
政
庁
に
通
知

す
る
。

1868年オーストリア商工会議所法(翻訳と解題)

商
業
上
も
し
く
は
工
業
上
の
利
益
に
関
わ
る
法
案
に
つ
い
て

は
、
政
府
が
立
法
機
関
に
提
出
し
憲
法
に
基
づ
く
審
議
が
行
わ

れ
る
以
前
に
会
議
所
が
要
求
や
提
案
を
行
う
。

四
商
業
も
し
く
は
工
業
の
促
進
を
目
的
と
す
る
公
的
機
関
の
設

立
及
び
そ
の
組
織
の
根
本
的
な
変
更
の
際
に
は
、
商
工
会
議
所

が
専
門
的
意
見
を
具
申
す
る
。

五
政
府
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
及
び
政
府
が
特
定
す
る
問
題
に

関
し
て
は
、
他
の
一
つ
も
し
く
は
複
数
の
会
議
所
と
協
議
の
上

答
申
を
行
う
。

B
.
上
記
以
外
に
商
工
会
議
所
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
特
別
な
義

務
と
権
限
を
持
つ
。

商
工
会
議
所
選
挙
権
を
も
っ
全
て
の
者
の
登
録
名
簿
は
、
商

工
会
議
所
が
管
理
す
る
。
工
業
製
品
の
商
標
及
び
意
匠
は
商
工

会
議
所
に
登
録
し
、
商
工
会
議
所
は
登
録
さ
れ
た
商
標
及
び
意

匠
の
登
録
記
録
を
管
理
す
る
。
商
工
会
議
所
は
そ
の
管
轄
区
内

の
登
録
さ
れ
た
企
業
及
び
他
の
全
て
の
商
工
・
交
通
運
輸
企
業

と
金
融
・
信
用
施
設
に
関
し
継
続
し
て
証
明
を
行
う
。
商
工
業

統
計
の
た
め
に
必
要
な
デ

l
タ
を
管
理
す
る
。

商
工
会
議
所
は
、
商
品
及
び
手
形
仲
立
人
の
審
査
及
び
任
命
、

並
び
に
証
券
取
引
所
評
議
員
及
び
商
事
裁
判
官
の
任
命
に
関
し

特
別
の
法
律
や
命
令
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
影
響
力
を
行
使

す
る
。

四

商
工
会
議
所
は
、
商
慣
習
の
実
情
、
商
標
登
録
、
登
録
さ
れ

た
意
匠
及
び
国
家
目
的
に
か
な
う
提
供
者
の
供
給
能
力
に
関
し

て
証
明
書
を
発
行
す
る
。
行
政
庁
の
要
請
が
あ
る
場
合
は
そ
れ

を
行
う
義
務
を
負
う
。

商
工
会
議
所
は
、
利
害
関
係
人
の
合
意
に
従
い
、
且
つ
こ
の

合
意
に
基
づ
く
特
別
の
規
定
を
遵
守
し
つ
つ
、
商
工
業
案
件
に

お
け
る
紛
争
に
対
し
、
仲
裁
裁
判
所
と
し
て
判
決
を
下
す
。

商
工
会
議
所
は
、
毎
年
遅
く
と
も
四
月
末
ま
で
に
概
要
報
告

書
を
商
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
報
告
書

北法48(1・255)255
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中十

に
は
前
年
の
営
業
一
般
の
状
況
並
び
に
当
該
管
轄
区
の
工
業
、

商
業
及
び
交
通
運
輸
の
状
況
に
関
す
る
記
述
が
含
ま
れ
る
。
こ

の
報
告
書
に
要
望
や
申
請
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
商
工

会
議
所
は
、
五
年
毎
に
当
該
管
轄
区
の
国
民
経
済
の
状
況
全
般

に
関
し
て
統
計
報
告
書
を
商
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

資

国
家
の
諸
官
庁
及
び
諸
団
体
と
の
関
係
|
|
商
工
会
議
所

相
互
の
交
流

商
工
会
議
所
は
商
務
大
臣
に
直
属
し
、
そ
の
事
業
の
活
動
範
囲
に

属
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
命
令
を
執
行
す
る
。
但
し
商
工
会
議
所
は
、

他
の
各
省
庁
及
び
当
該
管
轄
区
の
役
所
に
対
し
て
も
そ
の
求
め
が
あ

れ
ば
、
要
求
さ
れ
た
情
報
を
会
議
所
の
事
業
の
活
動
範
囲
で
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
管
轄
区
の
州
役
所
及
ぴ
基
礎
自
治
体
の
役
所
、
全
て
の
同
業

組
合
及
び
関
係
組
合
、
工
業
、
産
業
、
商
業
、
交
通
運
輸
企
業
、
保

険
会
社
、
金
融
機
関
並
び
に
個
々
の
工
業
、
商
業
、
交
通
運
輸
業
者

は
、
商
工
会
議
所
の
求
め
に
応
じ
て
そ
の
職
務
遂
行
の
た
め
に
必
要

な
情
報
を
提
供
し
、
必
要
な
確
認
を
与
え
又
一
般
に
商
工
会
議
所
が

効
果
的
に
機
能
す
る
よ
う
支
援
す
る
義
務
を
負
う
。

第

条

全
て
の
商
工
会
議
所
は
、
そ
の
事
業
の
活
動
範
囲
の
案
件
に
関
し

て
は
文
書
の
交
換
に
よ
っ
て
相
互
に
交
流
し
、
共
通
の
諮
問
を
行
う

権
利
を
持
つ
。

北法48(1・256)256

構
成部
会

第
二
章
第
四
条各
会
議
所
は
通
常
商
業
部
会
と
工
業
部
会
に
分
れ
る
。
鉱
山
の
案

件
は
後
者
に
属
す
る
。
但
し
、
商
務
大
臣
は
、
会
議
所
の
申
請
が
あ

れ
ば
特
別
の
工
業
分
野
の
た
め
の
別
の
部
会
の
設
立
を
認
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

各
会
議
所
は
最
低
一
六
人
最
大
四
人
人
の
正
会
員
(
第
五
条
)
か

ら
構
成
さ
れ
る
。
正
会
員
の
一
定
数
は
会
議
所
の
所
在
地
に
居
住
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

商
務
大
臣
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
各
商
工
会
議
所
と
協
力
し
て
、
各

会
議
所
並
び
に
各
部
局
の
正
会
員
数
、
会
議
所
所
在
地
に
居
住
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
会
員
の
比
率
を
決
定
す
る
。
さ
ら
に
会
議
所

の
会
員
と
し
て
選
出
さ
れ
得
る
商
工
業
階
級
の
諸
部
門
を
決
定
す
る
。

会
議
所
は
、
い
つ
で
も
こ
こ
に
掲
げ
た
関
係
の
変
更
を
提
案
す
る
こ

と
が
で
き
る
。



第

五

条

会

員

商
工
会
議
所
の
会
員
は
無
給
で
職
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
会
員
は
、
正
会
員
と
賛
助
会
員
と
か
ら
な
る
。

賛
助
会
員
は
、
会
議
所
会
員
の
絶
対
多
数
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。

そ
の
数
は
会
議
所
が
独
自
の
裁
量
で
決
定
す
る
。
賛
助
会
員
は
、
会

議
所
所
在
地
以
外
及
び
商
工
業
活
動
地
区
以
外
か
ら
も
選
出
さ
れ
得

る。
賛
助
会
員
は
会
議
所
の
会
議
に
呼
ば
れ
助
言
を
す
る
こ
と
は
で
き

る
が
、
会
議
所
の
最
終
決
定
に
対
す
る
投
票
権
は
持
た
な
い
。

1868年オーストリア商工会議所法(翻訳と解題)

第

六

条

任

命

正
会
員
の
任
命
は
直
接
投
票
に
よ
る
。
任
期
は
六
年
と
す
る
。
三

年
を
経
過
し
た
後
一
二
月
一
三
日
に
在
任
期
間
の
順
に
会
員
の
半
数

が
辞
任
し
、
新
し
い
選
挙
に
よ
っ
て
新
会
員
が
交
代
す
る
。
在
任
期

間
が
同
じ
場
合
は
抽
選
に
よ
っ
て
辞
任
が
決
め
ら
れ
る
。
辞
任
し
た

者
の
再
任
は
妨
げ
な
い
。

任
期
中
に
一
つ
も
し
く
は
多
く
の
会
員
の
地
位
が
欠
員
に
な
る
場

合
に
は
、
最
近
の
選
挙
で
の
次
点
者
を
正
会
員
と
し
て
商
工
会
議
所

が
任
命
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
者
は
次
の
選
挙
ま
で
の

み
の
期
間
を
任
期
と
す
る
。

選
挙
権
と
被
選
挙
権

選
挙
権
を
持
つ
者
は
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
.
国
民
と
し
て
の
諸
権
利
を
完
全
に
持
つ
商
工
業
身
分
の
会
員

で
、
且
つ
会
議
所
選
挙
が
行
わ
れ
る
管
轄
区
に
お
い
て
商
業
、

工
業
も
し
く
は
鉱
山
業
を
自
営
も
し
く
は
公
開
共
同
出
資
者

と
し
て
経
営
す
る
者
か
、
商
業
、
産
業
株
式
会
社
の
幹
部
も

し
く
は
社
長
と
し
て
経
営
に
携
わ
る
者
で
、

ニ
.
選
挙
権
を
得
る
の
に
必
要
な
定
め
ら
れ
た
所
得
税
額
を
支
払

っ
た
者
。
所
得
税
額
は
大
規
模
卸
売
商
部
門
及
び
大
規
模
産

業
部
門
で
は
年
一

O
O
フ
ロ
リ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
す

べ
て
の
部
門
に
関
し
て
は
、
税
額
の
決
定
は
当
該
会
議
所
の

了
解
の
下
に
商
務
大
臣
が
行
う
。
但
し
、
一
号
に
掲
げ
た
者

が
商
工
会
議
所
の
選
挙
権
を
得
る
の
に
必
要
な
税
額
は
州
議

会
選
挙
権
の
た
め
に
必
要
な
税
額
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。

ト
リ
エ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
税
法
改
正
ま
で
は
選
挙
権
に

関
す
る
現
行
法
が
効
力
を
有
す
る
。

女
性
も
し
く
は
後
見
を
受
け
て
い
る
者
が
個
人
商
庖
を
所

有
し
て
い
る
場
合
は
、
番
頭
が
そ
の
名
前
で
選
挙
権
を
行
使

第
七
条

北法48(1・257)257

す
る
。一
つ
の
会
議
所
管
轄
区
で
複
数
の
部
門
で
選
挙
権
を
持
つ



料

者
は
、
そ
の
中
の
一
つ
の
選
挙
権
だ
け
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

資

商
工
業
身
分
の
会
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
が

正
会
員
と
し
て
選
出
さ
れ
得
る
。

一
.
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
、
三

O
歳
以
上
、
選
挙
権
獲

得
に
必
要
な
条
件
を
最
低
三
年
は
備
え
て
い
る
者
で
、

二
・
会
議
所
管
轄
区
に
主
た
る
住
居
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
。

ト
リ
エ
ス
ト
の
正
会
員
は
他
の
被
選
挙
権
の
要
件
を
満
た

せ
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
で
な
く
て
も
選
出
さ
れ
得
る
。
但
し
、

そ
の
比
率
は
会
議
所
の
正
会
員
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

基
礎
自
治
体
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
の
行
使
が
現
行
法

に
碁
づ
い
て
停
止
さ
れ
る
場
合
に
は
、
商
工
会
議
所
の
選
挙

権
及
び
被
選
挙
権
の
行
使
も
停
止
さ
れ
る
。

第
八
条
選
挙
管
理
委
員
会
、
選
挙
人
名
簿
、
選
挙
の
公
示

選
挙
の
準
備
と
実
施
は
州
の
一
般
行
政
庁
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
選
挙
管
理
委
員
長
は
商
務
大
臣
が
任
命
す
る
特

別
委
員
が
勤
め
る
。
選
挙
管
理
委
員
会
は
会
議
所
の
所
在
す
る
市
町

村
議
会
議
員
一
名
、
及
び
一
名
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
会
議
所
の
代

表
、
会
議
所
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
所
で
は
二
、
一
二
の
区
の
商
工

業
身
分
の
信
任
者
、
及
び
一
名
の
書
記
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
商
工
会
議
所
が
既
に
所
在
す
る
所
で
は
会

議
所
の
台
帳
に
基
づ
き
、
会
議
所
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
所
で
は

役
所
が
扱
い
得
る
他
の
資
料
に
基
づ
い
て
選
挙
権
者
の
名
簿
を
作
成

し
、
異
議
・
申
し
立
て
が
あ
る
場
合
に
備
え
猶
予
期
間
を
一
四
日
開
設

け
て
関
覧
に
供
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
適

否
を
判
断
し
決
定
を
異
議
申
立
者
に
通
知
す
る
。
そ
の
後
選
挙
管
理

委
員
会
は
確
定
選
挙
人
名
簿
を
作
成
し
そ
れ
に
基
づ
き
身
分
証
明
書

と
投
票
用
紙
を
作
成
し
て
、
そ
れ
を
選
出
さ
れ
る
べ
き
会
員
の
数
と

部
門
及
び
選
挙
の
日
時
を
記
載
し
た
選
挙
公
示
書
と
共
に
有
権
者
に

送
付
す
る
。
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第

九

条

選

挙

選
挙
は
公
開
で
行
わ
れ
る
。
有
権
者
の
意
思
に
応
じ
て
口
頭
で
も
、

記
入
し
た
投
票
用
紙
を
選
挙
管
理
委
員
会
に
手
渡
す
方
法
で
も
、
あ

る
い
は
有
権
者
が
署
名
し
た
投
票
用
紙
の
送
付
に
よ
っ
て
も
よ
い
。

各
商
工
業
階
級
(
部
門
第
四
条
)
は
配
分
さ
れ
た
議
席
数
を
そ



れ
ぞ
れ
別
個
に
選
出
す
る
。

異
る
有
権
者
部
門
で
の
同
一
人
へ
の
投
票
の
集
計
は
行
わ
な
い
。

商
工
業
身
分
の
選
挙
は
部
門
別
に
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
適

当
な
間
隔
を
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
選
者
は
当
該
部
門
の

有
権
者
の
中
か
ら
比
較
多
数
で
決
定
さ
れ
る
。
投
票
向
数
の
場
合
は

選
挙
管
理
委
員
一
名
の
抽
選
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
の
権
限
に
よ
る
決
定
は
全
て
最
終
決
定
で
あ
る
。

選
挙
結
果
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
り
公
示
さ
れ
る
。

1868年オーストリア商工会議所法(翻訳と解題)

選
挙
の
告
発
、
選
挙
の
承
認

当
選
し
た
会
員
は
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら

通
知
を
受
け
る
。
当
選
証
明
通
知
を
受
け
て
か
ら
八
日
以
内
に
当
選

者
が
当
選
受
諾
の
宣
言
を
選
挙
管
理
委
員
会
に
行
わ
な
い
場
合
に
は
、

当
該
選
挙
で
の
同
一
範
鴎
(
カ
テ
ゴ
リ
ー
)
の
次
点
者
が
当
選
し
た

も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。

当
選
し
た
会
員
は
所
属
す
る
業
種
名
を
添
え
て
、
選
挙
管
理
委
員

会
が
州
の
一
般
行
政
庁
経
由
で
商
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
U

第
十
条

第
十
一
条

停
止
、
除
名

会
員
が
業
界
か
ら
除
名
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
陥
っ
た

場
合
(
第
七
条
)
は
、
そ
の
会
員
は
会
議
所
か
ら
脱
会
さ
せ
ら
れ
る
。

被
選
挙
権
剥
奪
の
罰
則
を
伴
い
得
る
審
理
の
も
と
に
置
か
れ
、
も

し
く
は
破
産
な
い
し
清
算
手
続
き
を
さ
れ
て
い
る
会
員
は
、
審
理
も

し
く
は
手
続
き
の
期
間
中
は
資
格
が
停
止
さ
れ
る
。

正
会
員
は
、
そ
の
義
務
の
怠
慢
が
著
し
い
と
き
に
は
、
会
議
所
の

決
定
に
よ
っ
て
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
に
は
会
議
所

の
会
員
の
過
半
数
の
支
持
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
停
止
の
際
、
ど
の
程
度
ま
で
失
効
と
見
倣
す
べ
き
か
は
、

別
途
規
約
(
第
十
九
条
)
に
定
め
る
。

第
十
二
条
開
設
、
任
命

商
務
大
臣
は
新
規
に
選
出
さ
れ
た
会
議
所
の
開
設
の
日
時
の
決
定

及
び
そ
の
任
命
を
行
う
。

開
会
は
商
務
大
臣
の
全
権
委
員
が
行
う
。
全
権
委
員
は
、
そ
の
後

会
議
所
の
最
高
齢
の
会
員
に
議
長
を
委
任
す
る
。
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会
議
所
の
運
営

第
十
三
条

第

章

会
頭
と
副
会
頭



キヰ

各
商
工
会
議
所
は
、
そ
の
任
命
直
後
の
総
会
に
お
い
て
、
又
そ
の

後
は
毎
年
の
年
頭
の
総
会
に
お
い
て
、
投
票
の
絶
対
多
数
に
よ
っ
て

会
頭
一
人
、
副
会
頭
一
人
を
選
出
す
る
。
任
期
は
一
年
と
す
る
。

会
頭
、
副
会
頭
と
も
再
選
を
妨
げ
な
い
。

ト
リ
エ
ス
ト
(
第
七
条
)
商
工
会
議
所
の
会
頭
、
副
会
頭
は
オ
ー

ス
ト
リ
ア
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
頭
及
び
副
会
頭
が
選
出
で
き
な
い
場
合
に
備
え
て
、
会
議
所
は

そ
の
期
間
の
暫
定
幹
部
を
選
出
す
る
。

会
頭
、
副
会
頭
の
選
挙
及
び
再
選
挙
に
は
商
務
大
臣
の
承
認
が
必

要
で
あ
る
。
両
者
は
商
務
大
臣
が
次
回
選
挙
も
し
く
は
再
選
挙
を
承

認
す
る
ま
で
そ
の
任
に
あ
た
る
。

資

第
十
四
条
書
記
と
補
助
要
員

計
画
、
事
務
、
会
計
の
処
理
に
関
し
て
各
商
工
会
議
所
は
、
所
属

会
員
外
か
ら
専
門
教
育
を
受
け
た
有
給
の
秘
書
及
び
必
要
に
応
じ
て

有
給
の
補
助
要
員
を
任
命
す
る
(
第
二
十
条
)
。
書
記
及
び
補
助
要

員
は
会
頭
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
を
指
定
さ
れ
る
。

第
十
五
条
会
頭
の
権
利
と
職
務

会
頭
は
会
議
所
の
唯
一
の
法
的
代
表
者
で
あ
る
。
会
頭
は
会
議
の

議
題
と
そ
の
順
序
を
決
定
す
る
。
会
頭
は
法
律
の
遵
守
、
特
に
会
議

所
の
事
業
の
活
動
範
囲
及
び
規
約
(
第
十
九
条
)
の
遵
守
、
並
び
に

会
議
所
の
決
定
及
び
命
令
の
実
施
に
責
任
を
負
う
。
会
頭
が
会
議
所

の
決
定
の
実
施
に
責
任
が
負
え
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
会
頭

は
そ
の
決
定
を
一
時
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
決
定
の
内

容
を
直
ち
に
も
し
く
は
会
議
所
で
の
再
協
議
後
に
商
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
頭
は
秘
書
と
の
共
同
署
名
の
も
と
に
命

令
や
通
知
を
作
成
す
る
。

会
頭
に
事
故
が
あ
る
と
き
も
し
く
は
欠
員
の
と
き
は
、
そ
の
権
利

と
職
務
は
副
会
頭
が
継
承
し
、
さ
ら
に
副
会
頭
が
事
故
も
し
く
は
欠

員
の
と
き
は
、
暫
定
会
頭
(
第
十
三
条
)
が
継
承
す
る
。
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正
会
員
の
職
務

第
十
六
条
正
会
員
は
次
の
義
務
を
負
う
。
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
、
指
定
さ

れ
た
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
、
委
員
会
で
の
選
挙
の
結
果
を
承
認

す
る
こ
と
。

第
十
七
条

会
議

会
議
所
の
会
議
に
は
定
例
会
議
と
特
別
会
議
と
が
あ
る
。

定
例
会
議
は
、
協
議
事
項
が
存
在
す
る
場
合
に
月
一
回
以
上
、
特
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別
会
議
は
商
務
大
臣
、
会
議
所
会
頭
も
し
く
は
正
会
員
の
一
一
一
分
の
一

以
上
の
要
求
に
応
じ
て
関
か
れ
る
。
一
般
に
会
議
は
会
頭
が
会
議
の

数
日
前
に
会
員
に
送
付
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
協
議
に
限
定
さ
れ
る
。

但
し
、
会
議
所
の
決
定
で
緊
急
協
議
事
項
と
認
め
ら
れ
た
も
の
は
い

つ
で
も
協
議
で
き
る
。

会
議
で
の
協
議
内
容
に
つ
い
て
は
、
出
席
者
と
表
決
者
の
正
確
な

名
簿
を
含
む
議
事
録
を
作
成
し
、
議
長
と
書
記
が
署
名
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
投
票
者
は
、
会
議
で
開
陳
し
た
意
見
を
議
事
録
に
掲
載

す
る
か
も
し
く
は
書
面
に
よ
っ
て
添
付
す
る
か
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。

会
議
所
の
討
議
は
原
則
と
し
て
公
開
と
す
る
。
但
し
、
官
庁
の
委

任
内
容
も
し
く
は
通
知
内
容
及
び
そ
れ
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
官

庁
側
が
秘
密
を
要
求
し
た
と
き
、
及
び
個
人
案
件
等
に
関
す
る
協
議

に
つ
い
て
出
席
会
員
の
過
半
数
が
秘
密
会
議
を
要
求
し
た
と
き
、
会

議
所
の
仲
裁
裁
判
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
紛
争
に
判
決
を
下
す
協
議

を
す
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

会
議
所
の
予
算
執
行
を
伴
う
案
件
に
関
し
て
は
、
公
開
会
議
で
協

議
、
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
開
会
議
の
議
事
録
は
印
刷
し
て
公
表
す
る
。

第
十
八
条
議
決

会
議
所
が
効
力
を
持
つ
議
決
を
な
す
に
は
、
正
会
員
の
過
半
数
の

出
席
を
要
す
る
。
会
議
所
の
議
決
は
総
会
に
お
い
て
絶
対
多
数
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
。
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

規
約

第
十
九
条
各
商
工
会
議
所
は
、
総
会
の
全
員
の
た
め
の
予
備
協
議
や
報
告
を

行
う
委
員
会
を
選
出
で
き
る
。

運
営
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
規
則
は
、
各
会
議
所
が
現
行
法
に
基

づ
い
て
起
草
し
、
会
議
所
の
議
決
を
経
て
確
定
さ
れ
、
商
務
大
臣
に

通
知
さ
れ
る
規
約
で
定
め
る
。

国
家
の
全
権
委
員

商
務
大
臣
は
会
議
所
の
総
会
に
出
席
す
る
資
格
を
持
つ
全
権
委
員

を
任
命
す
る
。
全
権
委
員
は
随
時
発
言
権
を
要
求
で
き
る
が
投
票
権

は
持
た
な
い
。

第
二
十
条
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第
四
章

費
用

第
二
十
一
条

予
算
、
補
正
、
決
算



料

必
要
な
経
費
に
関
し
て
は
各
商
工
会
議
所
が
毎
年
予
算
を
作
成
し
、

一
般
行
政
庁
経
由
で
遅
く
と
も
九
月
末
ま
で
に
商
務
大
臣
に
提
出
し

許
可
を
得
る
。

会
議
所
に
よ
っ
て
正
規
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
や
雇
員
の
た
め
の
年

金
基
金
の
設
立
に
関
し
て
、
会
議
所
は
全
体
経
費
の
五
%
ま
で
の
額

を
予
算
に
く
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
金
に
関
す
る
そ
れ
と
は

別
の
様
式
は
、
会
議
所
が
決
定
し
商
務
大
臣
の
許
可
を
得
る
。

商
工
会
議
所
の
独
自
の
歳
入
が
不
足
す
る
と
き
は
、
許
可
さ
れ
た

予
算
の
う
ち
不
足
分
は
鉱
山
や
商
工
業
者
の
支
払
う
直
接
税
に
な
ら

っ
て
会
議
所
管
轄
区
の
全
て
の
有
権
者
に
平
等
に
割
り
当
て
ら
れ
、

直
接
税
と
共
に
徴
収
さ
れ
て
会
議
所
に
支
払
わ
れ
る
。

商
工
会
議
所
に
自
己
所
有
の
も
し
く
は
無
償
で
使
用
で
き
る
事
務

所
及
び
設
立
に
必
要
な
物
品
が
不
足
し
て
い
る
所
で
は
、
会
議
所
の

所
在
す
る
基
礎
自
治
体
が
そ
の
費
用
の
不
足
分
を
調
達
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

資

各
商
工
会
議
所
は
収
支
決
算
報
告
書
を
作
成
し
、
遅
く
と
も
三
月

末
ま
で
に
前
年
の
も
の
を
商
務
大
臣
に
提
出
し
、
大
臣
の
承
認
後
直

ち
に
公
表
す
る
。

第
二
十
二
条

郵
便
料
金
、
消
印

商
工
会
議
所
と
商
務
大
臣
や
他
の
行
政
庁
、
基
礎
自
治
体
と
の
通

信
並
び
に
商
工
会
議
所
相
互
間
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
と
有
権
者
の

通
信
の
際
に
は
、
郵
便
料
金
は
無
料
と
な
る
。

商
工
会
議
所
は
、
そ
の
押
印
義
務
が
官
庁
的
職
務
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
し
て
、
一
般
行
政
庁
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
。

北法48(1・262)262

第
五
章

会
議
所
の
解
散

第
二
十
三
条

商
工
会
議
所
は
商
務
大
臣
の
命
令
に
よ
っ
て
解
散
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
但
し
、
正
会
員
の
三
分
の
こ
が
辞
任
も
し
く
は
死
亡
に
よ
っ

て
退
任
し
た
場
合
は
必
ず
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
遅
く
と
も
一
一
一
ヵ
月
以
内
に
新
選
挙

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

六

章

附

則

第
二
十
四
条

こ
の
法
律
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



第
二
十
五
条

既
存
の
商
工
会
議
所
は
、
そ
の
補
充
や
組
織
の
程
度
が
こ
の
法
律

の
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
な
る
ま
で
そ
の
活
動
を
継
続
す
る
。

こ
の
法
律
の
第
二
章
の
意
味
で
の
最
初
の
補
充
選
挙
の
選
挙
計
画

は
、
商
務
大
臣
が
各
商
工
会
議
所
と
協
力
し
て
確
定
し
直
ち
に
選
挙

公
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1868年オーストリア商工会議所法(翻訳と解題)

第
二
十
六
条

こ
の
法
律
の
執
行
は
商
務
大
臣
に
委
託
さ
れ
て
い
る
。

パ
ー
ト
・
イ
シ
ユ
ル
に
て

一
八
六
八
年
六
月
二
九
日

〔
自
筆
署
名
〕

フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ

l
ゼ
フ

〔
自
筆
署
名
〕
ア
ウ
エ
ル
ス
ペ
ル
ク

〔
自
筆
署
名
)
プ
レ
l
ナ
i
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資料

資料〈二) ウィーン商工会議所〔下オーストリア州〕有権者数推移

法律 設立 部 会 有権者資格 有権者数 評議会定数

注 1849. 部会事:JJItなし 下オーストリア州商事裁 308 21 

(1) 1.15 判所に登録された商工業

者

[2 ) 1851. 商業部会 最低年額営業税 有権者数 商業 15 

1.4 工業部会 商業 9，747 工場主 6 
a)ウィーン 40fl 投票者数 鉱山業 2 
b) ウィーン以外 20日 4，585 

手合計工業 30 7 
工業
a)ウィーン 20日
b)ウィーン以外 10fl 

[3 ) 1869. 商業部会 原則として法律 [2)の 有権者数 商業 24 

5.29 a)卸商、銀行、信託、 定める額を50%減額す 44，644 
工合業計 428 4 

交通、保険 る、但し、卸商及び大規 投票者数

b)大規模小売り 模産業は、 10011.以上の 9，773 
c)中小小売り 納税者とする。

工業部会

a)大規模産業

b)中規模産業
c)小規模産業
〔注〕鉱山所有者はその

規模に応じて加入

(4) 解体 法律 [3)に変更なし ウィーンとその他の地域 有権者数 最低所得税額に

1884 との較差を解消 商業 36，811 よって定数配分

9.30 商業 10日 工業 52，610 商業

設立 工業 5fl 合計 89，421 300fl以上 8 

1885. IOO~300fl. 8 

3.4 30~I0011. 4 

10~ 3011. 4 

工業

100日以上 8

40~10011. 8 I 
20~ 40fl. 4 
5~ 2011. 4 

合計 48 

[5 ) 設立 法律[3)に変更な L 有権者数 有権者資格欄参照 l

1902 評議会定数 商業 50，419 

4.24 商業 工業 73，463 

a) 6000K以上 8 合計 123.882

b) 600~6000K 6 [1907年]
c)ウィーン 160-600K 4 
d)ウィーン 1O-160K 4 

e)ウィーン以外 10-600K 2 

工業

a) 6000K以上 8 

b) 600-6000K 6 
c)ウィーン 160-600K 4 
d)ウィーン 10-160K 4 
e)ウィーン以外 1O-600K 2 

合計 48 

出典・・ (hrsg.)Die Bundeskammer und die Wiener Kammer der gewerbl凶 enW川schaft"100 JAHRE 
HANDELSKAMMERN lN OESTERREICH" Wien 1948. S. 162-163よりf乍成

ハプスプルク帝国時代に公布された商工会議所に関する法律

(1)商工会議所設立に関する暫定条例;1848年12月15日公布、 RGB¥.27/1849 
[2 )商工会議所設立に関する暫定法;1850年3月26日公布、 RGB¥.122/1850 
(3)商工会議所の組織に関する法律;1868年6月29日公布、 RGBI.85/1869 
[4 )商工会議所選挙法;1883年3月31日公布、 21.7005/1883 

[ 5)新商工会議所選挙法;1901年12月6日公布、 Z¥.477 /1901. LGBI. 89/1901 
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